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広報しかべ　令和８年１月号2

　町民の皆さま、あけましておめでとうございま
す。謹んで新春のお慶びを申し上げます。

　「構造的変革期を、未来を切り拓く力に」

　昨年、令和７年は、私たちにとって「歴史的な
転換点」となった１年でした。令和の米騒動、ク
マによる人的被害、イカ等の漁獲量制限問題、少
数与党・多党化、そして、75歳以上の人口が急増
する「2025年問題」が本格化し、医療・介護体制
の維持や、生産年齢人口の減少といった構造的な
課題が、私たちの足元に重くのしかかりました。

　しかし、こうした課題が明確になったからこそ、
私たちは、立ち止まることなく前進することがで
きたのだと思います。

　世界に日本の「知恵と活力」を示した“大阪・
関西万博”、憲政史上初の”女性首相誕生”。まさ
に、新しい時代への大きな希望の光となりました。

　また、本町出身の伊藤大  投手（北海道日本ハ
ムファイターズ）が沢村栄治賞をはじめ各賞を獲
得したことは、改めて私たちの大きな誇りとなり、
明日への勇気と活力につながりました。

　この「構造的な重さ」と「希望の光」のコント
ラストこそが、昨年の大きな特徴ではなかったで
しょうか。

　本町においても、昨年に引き続き、車椅子バス

ケットボールに取り組む八木橋琉空さんと平田昭
仁さんが全国大会への出場を決めるなど、鹿部か
らもさまざまな分野で活躍しており、大変うれし
く、誇りに感じているところであります。

役場庁舎に掲げている懸垂幕

　また、産業、福祉、教育、公共交通、防災など、
その在り方が問われた年であり、一方で将来像が
垣間見えた年となりました。

　各分野における、担い手・なり手不足がより顕
著となったことをはじめ、本町の基幹産業である
漁業では、気象環境の変化も大きな構造的課題と
して浮き彫りとなりましたが、北海道初となる青
のり陸上養殖、さらには、ムール貝やホヤの生産
などの新たな可能性を見出して参りました。
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陸上養殖を進めている青のり

　また、観光では新たなグランドデザインに基づ
き、道の駅周辺整備に係る基本構想を策定しまし
た。旧亀の湯と漁港周辺までを集客拠点エリアと
して整備し、訪問客の流れを創ることとしました。

　福祉分野では、医療介護福祉の軸となります鹿
部町社会福祉協議会や渡島福祉会、しかべ内科診
療所などの安定運営等について議論をいたしまし
た。

　高齢者福祉はこの町の安心そのものであります
ので、私たちといたしましては、福祉によるまち
づくり実現のため、あらゆる可能性を排除せず、
積極的に対応して参りたいと考えております。

　教育分野では、認定こども園、義務教育学校の
開園、開校に向けた協議、準備を進めておりまし
たが、義務教育学校につきましては、設置条例が
制定され、名称を「鹿部町立鹿部青峰学園」に決
定しました。

　公共交通では、ＪＲ在来線の考え方やしかバス
の利用課題が残されているほか、防災分野では、
７月30日のカムチャツカ半島付近の地震に伴う津
波警報対応や12月８日の青森県東方沖の地震に伴
う津波注意報対応を契機に、現計画のより現実的
な内容変更が必要となっております。

　本年は、これら明確になった課題を直視し、こ
れを「変革の種」と捉え、未来を切り拓く力に変
える年にいたして参ります。

　令和８年度における施策や予算につきましては、
新年度の執行方針等でお示しいたしますが、第６

次総合計画に則し、引き続き、子育て支援、移住
定住の推進、地域循環型経済の構築に力を注いで
参ります。

　昨年末に旧役場周辺の賑わいづくりビジョンの
中間報告を受けましたが、旧役場周辺の賑わいを
創出できるよう計画的に整備等を進めて参ります。

旧役場庁舎等周辺地域活性化イベント

　そのほか、稼げる地域として健全な財政運営の
もと、スポーツや環境美化、文化支援の充実、減
災対策として、鹿部・宮浜地区避難路整備事業（町
道水源地道路線の拡幅および歩道設置）に着手し、
併せて、町道常呂山道路線の線形改良も計画して
参ります。また、国道278号や大沼公園鹿部線の
安全性・防災性向上の要望など、町民皆さまの理
解を得ながら進め、「日本一魅力ある漁師町、日本
一行ってみたい、住んでみたい漁師町」を目指し
て参ります。

　町民の皆さまと力を合わせ、「オール鹿部」で立
ち向かい、この町に暮らす誰もが支え合う昔なが
らの「 共  生 き」の精神で、各世代が安心して暮ら

とも い

せる「地域共生型社会」を築き上げ、あたたかく
てぬくもりのあるまちにして参ります。

　結びに、皆さまのご協力と新たな発想を原動力
に、この構造的な変革期を、未来を切り拓く大き
な力に変えて参る所存です。

　皆さまの変わらぬご指導、ご鞭撻をお願い申し
上げますとともに、本年が皆さまにとって、力強
い飛躍の１年となりますよう心よりお祈り申し上
げます。

　令和８年元日
　鹿部町長　盛田　昌彦
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最近のできごと

月刊旅色１月号に鹿部町が掲載されました

ナビゲーターはタレントの佐野ひなこさん

　電子雑誌「月刊旅色」１月号の撮影が11月17、18日に行われ、
タレントの佐野ひなこさんが当町を訪れました。
　「月刊旅色」は2007年に創刊。人気俳優やタレントがナビゲー
ターを務め、全国の自治体の観光スポットや特産品などの魅力を
紹介しています。
　撮影では町内の絶景スポットや飲食店などを巡り、壮大な景色
に感動していたほか、特産品のタラコを食べ「おいしい！」と笑顔で頬張る姿が印象的
でした。佐野さんは「温泉もあるし、海産物もおいしい。いろいろな楽しみ方があり、
ゆっくり過ごせそう」と話していました。
　「月刊旅色」１月号は12月25日から公開されています。佐野さんのインタビューとと
もに町の魅力がたっぷりと紹介されていますので、二次元コードからご覧ください。

「月刊旅色」１月号二次元コード▲

愛好会Ｂチームが頂点

令和７年度鹿部町杯争奪ゲートボール大会

　令和７年度鹿部町杯争奪ゲートボール大会が12月８日、総
合体育館アリーナで行われ、３チーム計13人が出場しました。
　各チームの連携したプレーで試合は白熱。多くの好プレー
がみられ、大会は盛況のまま幕を閉じました。優勝は愛好会
Ｂチーム（工藤緑さん、佐々木優紀子さん、松川とよさん、佐
藤美喜子さん）でした。

　窓には星やツリーの形をした飾りなどがずらりと並び、クリスマスの雰囲気が漂う思い出深い１台と
なりました。

　鹿部キッズクラブの児童が12月３日、しかバスの車内にク
リスマスの飾り付けをしました。
　児童たちは、事前に色とりどりの紙やキラキラと輝く飾り
など、さまざまなアイデアを取り入れた飾りを作成。バス車
内では、ワクワクとした表情で協力しながら飾り付けを行い
ました。

しかバス車内がクリスマス一色に

鹿部キッズクラブが飾り付け作業
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最近のできごと

　令和７年度冬季スポーツ交流が12月10～12日に総合体
育館で開かれ、パラスポーツである「ゴールボール」を
体験しながら、世代だけでなく、チームの枠を超えて交
流しました。
　12月10～11日に体験会、12日に交流戦が行われ、総勢
８チーム45名が参加。初めて体験する方がほとんどでしたが、和気あいあいと競技を楽しむ様子がみら
れました。
　交流戦の結果は次のとおりです。
　【優勝】陸上少年団Ｂ　【準優勝】陸上少年団Ａ　【３位】クラップーズ

世代、チームを超えて交流

パラスポーツのゴールボールを体験

（
広
告
）

　令和９年４月に開校を予定する義務教育学校の校名が、「鹿部町立鹿部青峰学園」に決定しました。
「青」は海や温泉、「峰」は駒ヶ岳をイメージしており、生徒の志を高くするという意味が込められてい
ます。
　広報しかべ令和７年７月号の折り込みチラシで募集し、町民の皆さんから25件の応募をいただきまし
た。鹿部町をイメージするものや子どもたちの未来への希望を願うものなど、様々な思いや願いが込め
られた校名の中から、小学５年生から中学３年生までの児童生徒にアンケートを実施し、候補を選定。
12月開催の第４回鹿部町議会定例会で条例が可決され、正式に決定しました。
　スクールカラーは、鹿部町の海や空をイメージでき、校名にも使用されている「青色系」となりまし
た。新しい制服等にもスクールカラーを取り入れていく予定です。

▼お問い合わせは、教育委員会子ども教育課総務・学校教育係（０１３７２－７－７２１１）へ。

令和９年４月開校予定の義務教育学校

新校名は「鹿部町立鹿部青峰学園(しかべせいほうがくえん)」に決定！
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こんにちは保健師です
　今月の担当は、平野　悠です。

健診（検診）を受けて健康状態を確認しましょう！

　新年を迎え、皆さん元気でお過ごしでしょうか。今年も健康で元気に過ごすために、ご自身の健康の
チェックをしてみませんか。
　健診を受ける目的は、自覚症状がなく、気づかないうちに進行する生活習慣病やその前兆を見つけて
改善することと、治療中の生活習慣病が悪化していないかを確認することです。健診は、様々な検査の
数値などから、病気やそのリスクを発見することができます。ご家族、ご友人と一緒に健診を受け、体
の状態を確認しましょう。
　また、町では、町民皆さまの健康づくりの取り組みを促進するため、健（検）診を受診した方に対して
景品をお渡しする鹿部町健康づくり事業を実施しています。この機会に健診を受診し、景品を受け取り
ましょう（景品の対象は、令和７年４月１日～令和８年３月31日に受けた健（検）診結果となります）。

＜健診の申し込みについて＞
　※今月号の広報に、集団健診のチラシを折り込みますのでご確認ください。
　※個別健診は、申し込み受付中です。
＜申し込み先＞
　役場保健福祉課保健推進係（０１３７２－７－５２９１）

●職場で健診を受診された40歳～74歳の国保加入者の皆さまへ

　令和７年度中に受診した健診結果を保健福祉課に提出していただくと、燃やせるゴミ袋と箱ティッシ
ュをお渡しします。この機会に健診結果を提供して景品を受け取りましょう！

健康へのページ

職場で健診を受診した40歳～74歳の鹿部町国民健康保険加入者対象者

燃やせるゴミ袋（45Ｌ　10枚入り）１袋
箱ティッシュ　　　　　　　　　１箱

内容

役場保健福祉課に「資格情報のお知らせ」と健診結果をお持ちください。役場
で簡単なアンケートを記入し、提出いただけると景品を受け取ることができま
す。

受け取り方法

４月30日（木）まで受け取り期間
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職場で健診を受診した40歳～74歳の鹿部町国民健康保険加入者対象者

燃やせるゴミ袋（45Ｌ　10枚入り）１袋
箱ティッシュ　　　　　　　　　１箱

内容

役場保健福祉課に「資格情報のお知らせ」と健診結果をお持ちください。役場
で簡単なアンケートを記入し、提出いただけると景品を受け取ることができま
す。

受け取り方法

４月30日（木）まで受け取り期間

●子宮がん検診、乳がん検診の受け忘れはありませんか？

　令和７年度も残り３か月となりましたが、皆さまは検診を受けられましたか？子宮がん・乳がん検診
は２年に１回の受診となります。町では、料金の助成を実施しており、次の金額で検診を受けることが
できます。検診を希望される方は、保健福祉課へ申し込みください。申し込み後に受診券を発行します。

●令和７年度 子宮頸がん検診・乳がん検診無料クーポン券をお持ちの方へ

　町では、令和７年４月20日現在で鹿部町に住民登録をしている女性の方で、次の生年月日の方を対象
にがん検診無料クーポン券を送付しています。無料クーポン券の使用期限は２月28日（土）となっていま
すので、この機会にぜひ受診しましょう。

場所料金対象検診名

函館市内の産婦人科

①子宮頸がん1,700円
②子宮頸がん・体がん2,500円
（生活保護世帯・満70歳以上
は無料）

西暦で奇数年生まれ
の満20歳以上の女性子宮がん検診

函館赤十字病院、函館中央病院、
函館五稜郭病院、函館市医師会
病院、秋山ＡＲＴウィメンズク
リニック、函館渡辺病院、北美
原クリニック、国立病院機構函
館医療センター、市立函館病院

2,000円（生活保護世帯・満70
歳以上は無料）

西暦で奇数年生まれ
の満40歳以上の女性乳がん検診

▼お申し込み・お問い合わせは、役場企画振興課広報広聴係(０１３７２－７－５２９７)へ。

▼お申し込み・お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係（０１３７２－７－５２９１）へ。

【子宮頸がん検診】
平成16年４月２日～平成17年４月１日20歳
平成11年４月２日～平成12年４月１日25歳
平成６年４月２日～平成７年４月１日30歳
平成元年４月２日～平成２年４月１日35歳
昭和59年４月２日～昭和60年４月１日40歳

【乳がん検診】
昭和59年４月２日～昭和60年４月１日40歳
昭和54年４月２日～昭和55年４月１日45歳
昭和49年４月２日～昭和50年４月１日50歳
昭和44年４月２日～昭和45年４月１日55歳
昭和39年４月２日～昭和40年４月１日60歳
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～食育教室を開催しました～

≪材料≫（４人分）
米　　1. 5合　　　　　　　　 水　　　　　　大さじ１
酢　　大さじ３　　　　　　　卵　　　　　　２個
砂糖　大さじ１と小さじ１　　サラダ油　　　小さじ１
塩　　小さじ２/３　　　　　 きゅうり　　　１本
生鮭　３切れ　　　　　　　　いりごま(白)　大さじ２
酒　　大さじ１　　　　　　　きざみのり　　適量

≪作り方≫
　①　米を研いで、約30分浸水後、炊飯する。Ａは合わせておく。
　②　鮭はフライパンで蒸し焼き(フライパンに鮭をのせ、酒と水をかけて蓋をする)にし、火が
　　　通ったら、骨を取り除きながらほぐす。
　③　卵は溶いて、フライパンにサラダ油をひいて炒め、炒り卵にする。
　④　きゅうりは薄切りにし、塩を振る。水分が出てきたら、よく水気を切る。
　⑤　ご飯が炊きあがったらＡを合わせ、人肌程度に冷ます。
　⑥　⑤に鮭、炒り卵、きゅうりを加えて混ぜ合わせる。
　⑦　器に盛り、いりごまときざみのりを振りかけて完成。

≪１人分栄養価≫
エネルギー：365kcal、たんぱく質：20. 7g
脂質：8. 2g、食塩相当量：1. 6g

▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係(０１３７２－７－５２９１)へ。

　町は11月15日、宮浜児童館で「食育教室」を開催しま
した。15名の参加者が「鹿部の食材を使った和食ランチ
を作ろう！」をテーマに、鹿部町の鮭を使用した秋鮭の
ちらし寿司、昆布の煮物、厚揚げときのこのみそ汁、み
かんのミルク寒天の４品を作って味わいました。
　そのほか、管理栄養士から和食にちなんだクイズを行
いました。保健福祉課では今後も食育に関する教室を予
定していますので、ぜひご参加ください。

Ａ
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～食育教室を開催しました～

≪材料≫（４人分）
米　　1. 5合　　　　　　　　 水　　　　　　大さじ１
酢　　大さじ３　　　　　　　卵　　　　　　２個
砂糖　大さじ１と小さじ１　　サラダ油　　　小さじ１
塩　　小さじ２/３　　　　　 きゅうり　　　１本
生鮭　３切れ　　　　　　　　いりごま(白)　大さじ２
酒　　大さじ１　　　　　　　きざみのり　　適量

≪作り方≫
　①　米を研いで、約30分浸水後、炊飯する。Ａは合わせておく。
　②　鮭はフライパンで蒸し焼き(フライパンに鮭をのせ、酒と水をかけて蓋をする)にし、火が
　　　通ったら、骨を取り除きながらほぐす。
　③　卵は溶いて、フライパンにサラダ油をひいて炒め、炒り卵にする。
　④　きゅうりは薄切りにし、塩を振る。水分が出てきたら、よく水気を切る。
　⑤　ご飯が炊きあがったらＡを合わせ、人肌程度に冷ます。
　⑥　⑤に鮭、炒り卵、きゅうりを加えて混ぜ合わせる。
　⑦　器に盛り、いりごまときざみのりを振りかけて完成。

≪１人分栄養価≫
エネルギー：365kcal、たんぱく質：20. 7g
脂質：8. 2g、食塩相当量：1. 6g

▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係(０１３７２－７－５２９１)へ。

　町は11月15日、宮浜児童館で「食育教室」を開催しま
した。15名の参加者が「鹿部の食材を使った和食ランチ
を作ろう！」をテーマに、鹿部町の鮭を使用した秋鮭の
ちらし寿司、昆布の煮物、厚揚げときのこのみそ汁、み
かんのミルク寒天の４品を作って味わいました。
　そのほか、管理栄養士から和食にちなんだクイズを行
いました。保健福祉課では今後も食育に関する教室を予
定していますので、ぜひご参加ください。

Ａ

　鹿部町食生活改善推進協議会は11月25日、中央公民館で「生涯
骨太健康料理教室」を開催しました。４名の参加者が、食生活改
善推進員と一緒に、梅しらすチャーハン、肉団子と青菜の春雨ク
リーム煮、焼き野菜のヨーグルトディップの３品を実習しました。
　参加者の皆さんは、手際よく調理を進め、完成した料理を試食
しました。参加者からは「カルシウムたっぷりな食品を知ること
ができてよかった」などの感想が聞かれました。
　食生活改善推進協議会では、今後も料理教室などを通して旬の
食材や地場産品を活用した料理を皆さんにご紹介できるよう活動
していきます。

≪１人分栄養価≫ エネルギー：326kcal、たんぱく質：10. 6g、脂質：5. 2g
カルシウム：156mg、食塩相当量：０g

≪材料≫（４人分）
ごはん　　　600g
小松菜　　　160g
梅干し　　　２個
しらす　　　100g
サラダ油　　大さじ１
酒　　　　　大さじ４
白ごま　　　大さじ１

≪作り方≫
　①　小松菜は小口切りにする。梅干しは種を除いて包丁でたたく。
　②　フライパンにサラダ油をひき、小松菜を加えて炒める。全体に油が回ったらご飯を加え
　　　て炒め合わせる。
　③　梅干しとしらすを加え、酒を振って炒め、白ごまを加えて混ぜ器に盛る。

▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係(０１３７２－７－５２９１)へ。
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▼お問い合わせは、役場保健福祉課福祉係（０１３７２－７－５２９１）へ。

コミュニティカフェ イベント情報
　コミュニティカフェは、地域住民の交流の場として、宮浜児童館と鹿部郵便局ふれあいルームの２か
所で開設しています。今月は次のイベントを実施しますので、ぜひご利用ください。

◆１月のイベント予定（宮浜児童館）◆
イベント内容時間日付

楽しい歌声広場（一歩の会協力）午後１時30分～午後３時１月19日（月）
楽しい朗読（一歩の会協力）午後１時30分～午後３時１月26日（月）

【開館時間】
　宮浜児童館：イベント開催時のみの開館となります

軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

　鹿部郵便局：午前９時～午後５時（土曜・日曜・祝日は定休日）

　令和７年４月１日から、帯状疱疹ワクチンの定期接種を開始しています。令和７年度は移行期間
として定期接種と任意接種助成事業を実施してきましたが、定期接種開始に伴い、任意接種助成事
業は令和８年３月末で終了となります。

定期接種について
　○定期接種の対象者
　・年度内に65歳を迎える方
　・65歳を超える方は、５年間の経過措置として５歳年齢ごと（70、75、80、85、90、95、100歳※）
　　※経過措置を行う場合、100歳以上の方は、定期接種開始初年度（令和７年度）に限り全員を対象
　　　とする。
　・接種日に満60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の傷害を有する者と
　　して厚生労働省令で定めるもので、日常生活がほとんど不可能な方（身体障害者手帳１級相当）

任意接種助成事業について
　帯状疱疹ワクチン予防接種任意接種事業は、次のとおりです。
　・助成対象は、50歳以上の方です。
　・生水痘ワクチン（ビケン）と帯状疱疹ワクチン（シングリックス）は、令和８年３月31日接種分ま
　　でが助成事業と対象となります。
　
助成金額
　・定期接種と任意接種助成事業ともに、生水痘ワクチン（ビケン）は5, 000円、帯状疱疹ワクチン
（シングリックス）は、１回10, 000円を２回分。

　　※助成対象の方で生活保護法による被保護世帯に属する方は、接種費用を全額助成します。１
　　　回の接種料金が助成金額に満たない場合は、かかった費用のみ助成します。

▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係（０１３７２－７－５２９１）へ。

帯状疱疹ワクチン予防接種が定期接種へ移行します
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▼お問い合わせは、役場保健福祉課福祉係（０１３７２－７－５２９１）へ。

コミュニティカフェ イベント情報
　コミュニティカフェは、地域住民の交流の場として、宮浜児童館と鹿部郵便局ふれあいルームの２か
所で開設しています。今月は次のイベントを実施しますので、ぜひご利用ください。

◆１月のイベント予定（宮浜児童館）◆
イベント内容時間日付

楽しい歌声広場（一歩の会協力）午後１時30分～午後３時１月19日（月）
楽しい朗読（一歩の会協力）午後１時30分～午後３時１月26日（月）

【開館時間】
　宮浜児童館：イベント開催時のみの開館となります

軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

　鹿部郵便局：午前９時～午後５時（土曜・日曜・祝日は定休日）

　令和７年４月１日から、帯状疱疹ワクチンの定期接種を開始しています。令和７年度は移行期間
として定期接種と任意接種助成事業を実施してきましたが、定期接種開始に伴い、任意接種助成事
業は令和８年３月末で終了となります。

定期接種について
　○定期接種の対象者
　・年度内に65歳を迎える方
　・65歳を超える方は、５年間の経過措置として５歳年齢ごと（70、75、80、85、90、95、100歳※）
　　※経過措置を行う場合、100歳以上の方は、定期接種開始初年度（令和７年度）に限り全員を対象
　　　とする。
　・接種日に満60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の傷害を有する者と
　　して厚生労働省令で定めるもので、日常生活がほとんど不可能な方（身体障害者手帳１級相当）

任意接種助成事業について
　帯状疱疹ワクチン予防接種任意接種事業は、次のとおりです。
　・助成対象は、50歳以上の方です。
　・生水痘ワクチン（ビケン）と帯状疱疹ワクチン（シングリックス）は、令和８年３月31日接種分ま
　　でが助成事業と対象となります。
　
助成金額
　・定期接種と任意接種助成事業ともに、生水痘ワクチン（ビケン）は5, 000円、帯状疱疹ワクチン
（シングリックス）は、１回10, 000円を２回分。

　　※助成対象の方で生活保護法による被保護世帯に属する方は、接種費用を全額助成します。１
　　　回の接種料金が助成金額に満たない場合は、かかった費用のみ助成します。

▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係（０１３７２－７－５２９１）へ。

帯状疱疹ワクチン予防接種が定期接種へ移行します

住民票取得等の手続きがスムーズに
書かない窓口を設置しています

　町では、町民の利便性向上を目的とした「書かない窓口」を設置しています。
　窓口で住民票または戸籍証明書請求の手続きをする際、本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許
証・在留カード・特別永住者証明書）をお持ちいただくと、職員が券面情報読取機器で本人確認書類の情
報（氏名・住所・生年月日・性別）を読み取り、自動転記で申請書を作成します。
　また、自宅からインターネットで事前に申請書入力を行うことができます。スマートフォン等で下記
の申請用二次元コードから必要事項を入力し、表示された役場読み取り用二次元コードを役場来庁時に
提示すると、スムーズに手続きを進めることができます。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。

▼お申し込み・お問い合わせは、役場企画振興課企画振興係(０１３７２－７－５２９７)へ。

　開かれた身近な町政づくりを進めるため『語らい町長室』を開催しています。 
　来庁していただく方法のほか、『語らいオンライン町長室』と『語らい出前町長室』も利用できま
す。開放予定日に限らず、公務などが入っていない日は可能な限り対応しますので、希望される方は
事前にお問い合わせください。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係(０１３７２－７－２１１１)へ。

■令和８年１月の開放予定日　１月20日(火)　午前９時～午後７時
※公務で対応できない時間帯がありますので、事前に予約をお願いします

事前申請書作成用
二次元コード
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２月７日は「北方領土の日」
特別啓発期間中の署名にご協力ください

　我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国
後島、択捉島からなる北方四島の早期返還の実現
は、道民はもとより国民の長年にわたる悲願です。
　日露関係の現状は、ロシアによるウクライナ侵
略により厳しい状況にあり、平和条約交渉や北方
四島交流等事業の今後を見通すことができない状
況です。こうした厳しい情勢にあるからこそ、こ
れまでの返還要求運動の歩みを止めることなく、
国民一丸となった世論の喚起が何より重要です。
　このことから、国の外交交渉を後押しする道民
世論のさらなる結集を図るため、２月７日の「北
方領土の日」を中心に、北海道独自の取り組みと
して「北方領土の日」特別啓発期間を定め、北海
道と市町村、関係団体が連携し、一層強力に北方

領土問題の啓発活動を展開することとなりました。
　北方領土問題についての理解をさらに深め、返
還要求運動へ積極的に参加くださいますようお願
いします。本町の取り組みとして、役場に署名窓
口を設置しますので、署名にご協力をお願いしま
す。

〇実施期間
　１月21日（水）～２月20日（金）
〇署名窓口
　役場庁舎　１階多目的スペース

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係（０１
　３７２－７－２１１１）へ。

▼お問い合わせは、鹿部消防署警防係(０１３７２－７－３３３１)へ。

　鹿部消防署では、緊急時の119番通報を推奨して
います。消防署への一般加入電話による通報よりも
直接、消防本部へ119番通報することで出動隊に迅
速な出動指令と情報の伝達が可能となりますので、
一般加入電話ではなく119番での通報をお願いしま
す。

119番通報のお願い
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（
広
告
）

２月７日は「北方領土の日」
特別啓発期間中の署名にご協力ください

　我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国
後島、択捉島からなる北方四島の早期返還の実現
は、道民はもとより国民の長年にわたる悲願です。
　日露関係の現状は、ロシアによるウクライナ侵
略により厳しい状況にあり、平和条約交渉や北方
四島交流等事業の今後を見通すことができない状
況です。こうした厳しい情勢にあるからこそ、こ
れまでの返還要求運動の歩みを止めることなく、
国民一丸となった世論の喚起が何より重要です。
　このことから、国の外交交渉を後押しする道民
世論のさらなる結集を図るため、２月７日の「北
方領土の日」を中心に、北海道独自の取り組みと
して「北方領土の日」特別啓発期間を定め、北海
道と市町村、関係団体が連携し、一層強力に北方

領土問題の啓発活動を展開することとなりました。
　北方領土問題についての理解をさらに深め、返
還要求運動へ積極的に参加くださいますようお願
いします。本町の取り組みとして、役場に署名窓
口を設置しますので、署名にご協力をお願いしま
す。

〇実施期間
　１月21日（水）～２月20日（金）
〇署名窓口
　役場庁舎　１階多目的スペース

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係（０１
　３７２－７－２１１１）へ。

▼お問い合わせは、鹿部消防署警防係(０１３７２－７－３３３１)へ。

　鹿部消防署では、緊急時の119番通報を推奨して
います。消防署への一般加入電話による通報よりも
直接、消防本部へ119番通報することで出動隊に迅
速な出動指令と情報の伝達が可能となりますので、
一般加入電話ではなく119番での通報をお願いしま
す。

119番通報のお願い

２月21日（土）に七飯町で開催
オーケストラ演奏を鑑賞しませんか

　鹿部町文化協会は、七飯町で開催されるオーケ
ストラ公演の鑑賞ツアーを行います。町内では鑑
賞することのできないオーケストラ演奏を鑑賞し
ませんか？

○日時
　２月21日（土）
　午後０時50分出発、午後４時10分頃解散予定
○集合・解散場所
　中央公民館
　※中央公民館までの送迎は行いませんのでご了
承願います。

○ツアー内容
　「札幌交響楽団七飯公演2026」
　指揮/園田隆一郎　出演/札幌交響楽団（管弦楽）
　会場/七飯町文化センターパイオニアホール
　開演/午後２時（開場/午後１時30分）
　主催/札幌交響楽団、北海道新聞社
　共催/七飯町文化協会
○参加料
　一般：3, 500円（前売チケット料3, 000円を含む）
　Ｕ25：1, 500円（前売チケット料1, 000円を含む）
　※ご自身でチケットをご購入いただく場合は
500円のみお支払いください。

　※Ｕ25は2000年以降に生まれた方が対象です。
購入の際は身分証明書をご提示願います。

○申し込み方法
　参加料を持参のうえ、１月29日（木）までに、中
央公民館窓口へお申し込みください。お申し込み
多数の場合は抽選とさせていただきます。

○留意事項
　申し込み後のチケット料の払い戻しはできませ
軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

ん。また、座席は指定できず、他の参加者と席が
軸 雫宍宍

離れる場合があります。予めご了承ください。

▼お問い合わせは、教育委員会社会教育スポーツ
課社会教育・スポーツ振興係（中央公民館内・
０１３７２－７－３１２４）へ。

（
広
告
）
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伝統和楽器と洋楽器が織りなす迫力のコンサート
芸術鑑賞会「和楽－WARAKU－笛ノ響」を開催します

　鹿部町教育委員会主催の芸術鑑賞会「和楽－
WARAKU－笛ノ響」を開催します。和洋折衷を
コンセプトとした音楽ステージをぜひご覧くださ
い。

○日時
　１月31日（土）午後２時～（開場：午後１時30分）
○会場
　中央公民館大ホール
○出演内容
　和楽 －WARAKU－
　「笛ノ響」は和太鼓・笛・ピアノ・ベースの編
成。笛は楽曲によりフルートや和笛での演奏と
なります。
○入場料
　無料
　　　　　ＰＲ動画はコチラから▶

▼お問い合わせは、教育委員会社会教育スポーツ
課社会教育・スポーツ振興係（中央公民館内・
０１３７２－７－３１２４）へ。

◎ 駒ヶ岳火山観測情報 ◎
　令和７年11月に観測された駒ヶ岳の状況についてお知らせします。
○全　　般
　火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。噴火予報（噴火警戒レベル１、活
火山であることに留意）に変更はありません。
○噴煙活動
　山頂に設置した監視カメラでは、昭和４年火口でごく弱い噴気を観測しました。山麓に設置した
監視カメラでは、今期間、噴気は観測されていません。引き続き、噴気活動は低調な状態です。
○地震活動
　火山性地震は少なく、地震活動は低調な状態です。火山性微動は、観測されていません。
○地殻変動
　GNSS連続観測では、特段の変化は認められていません。長期的には、山頂火口原を挟む基線で
断続的に伸長傾向が続いています（GNSS観測：GPS含む衛星測位システムの総称）。
○渡島地方東部の地震活動
　渡島地方東部の地震は、11月には震度観測されませんでした。

①詳細は札幌管区気象台ホームページでも閲覧することができます。
　https://www.jma-net.go.jp/sapporo/
②気象庁ホームページに駒ヶ岳の火山観測データが掲載されています。火山活動状況などの把握にご利用
　ください。http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/open-data.php?id=113
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伝統和楽器と洋楽器が織りなす迫力のコンサート
芸術鑑賞会「和楽－WARAKU－笛ノ響」を開催します

　鹿部町教育委員会主催の芸術鑑賞会「和楽－
WARAKU－笛ノ響」を開催します。和洋折衷を
コンセプトとした音楽ステージをぜひご覧くださ
い。

○日時
　１月31日（土）午後２時～（開場：午後１時30分）
○会場
　中央公民館大ホール
○出演内容
　和楽 －WARAKU－
　「笛ノ響」は和太鼓・笛・ピアノ・ベースの編
成。笛は楽曲によりフルートや和笛での演奏と
なります。
○入場料
　無料
　　　　　ＰＲ動画はコチラから▶

▼お問い合わせは、教育委員会社会教育スポーツ
課社会教育・スポーツ振興係（中央公民館内・
０１３７２－７－３１２４）へ。

◎ 駒ヶ岳火山観測情報 ◎
　令和７年11月に観測された駒ヶ岳の状況についてお知らせします。
○全　　般
　火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。噴火予報（噴火警戒レベル１、活
火山であることに留意）に変更はありません。
○噴煙活動
　山頂に設置した監視カメラでは、昭和４年火口でごく弱い噴気を観測しました。山麓に設置した
監視カメラでは、今期間、噴気は観測されていません。引き続き、噴気活動は低調な状態です。
○地震活動
　火山性地震は少なく、地震活動は低調な状態です。火山性微動は、観測されていません。
○地殻変動
　GNSS連続観測では、特段の変化は認められていません。長期的には、山頂火口原を挟む基線で
断続的に伸長傾向が続いています（GNSS観測：GPS含む衛星測位システムの総称）。
○渡島地方東部の地震活動
　渡島地方東部の地震は、11月には震度観測されませんでした。

①詳細は札幌管区気象台ホームページでも閲覧することができます。
　https://www.jma-net.go.jp/sapporo/
②気象庁ホームページに駒ヶ岳の火山観測データが掲載されています。火山活動状況などの把握にご利用
　ください。http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/open-data.php?id=113

鹿部町内不法投棄等監視パトロール実施中 !!
～不法投棄・ポイ捨ては絶対にしないようにしましょう～
不法投棄をすると５年以下の拘禁刑か１千万円以下の罰金を科せられます(併科の場合あり)。

混ぜればゴミ！分ければ資源！地球温暖化に
よる環境への負担などを減らすため、ゴミの
分別・減量にご協力をお願いします。

【11月のゴミ回収量（一般ゴミ）】
　全体　67．74ｔ
　　　　（昨年度同月回収量76．90ｔ 約11．9％減）
　内訳　焼却処分　　51．31ｔ
　　　　リサイクル　12．02ｔ
　　　　埋立処分　　  4．41ｔ

空き家、空き地を有効活用しましょう
空き家バンクへの登録物件を募集しています

　町では、空き家や空き地を「売りたい・貸した
い」という方と「買いたい・借りたい」という方
の橋渡しを行っています。空き家バンクに登録し
ていただいた空き家・空き地は、町のホームペー
ジで紹介し、買い手・借り手となる方を幅広く募
ります。
　11月末現在、27件成約しています。空き家・空
き地を「売りたい、貸したい」という方や、空き
家バンク登録に関する相談がある方は、ぜひ一度

ご連絡ください。また、物件をお探しの方は鹿部
町空き家バンクをご覧ください。

　　  町空き家バンク（町ホームページ）▶

▼お問い合わせは、役場建設水道課建築係（０１３
　７２－７－５２９４）へ。

　町内では過去に大量のロープ等がゴ
ミステーションに捨てられていました。
会社やお店のほか、自営業や漁業等
から出るゴミは『事業系ゴミ』となり、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
と町条例により、事業者はすべての事
業系ゴミを「自らの責任で適正に処理
すること」が義務づけられています。
　事業系ゴミを処理する際には、自ら処理施設に持ち込むか、産業廃棄
物であれば道の許可を受けた収集運搬業者、事業系一般廃棄物であれば
町の許可を受けた収集運搬業者に処理を依頼してください。

▼お問い合わせは、役場民生課生活環境係（０１３７２－７－５２９０）へ。

事業系ごみの処理に

ご注意を！　　　　 ゴミの適正な分別・処理にご協力ください



広報しかべ　令和８年１月号16

　町では、令和７年分所得（令和７年１月１日～令和７年12月31日）の確定申告を次のとおり受け付けし
ます。受け付けは完全予約制となりますので、事前に予約願います。
　また、国が進める自治体の標準化システムへ対応するための準備として、申告会場は役場に集約して
います。会場までの移動手段のない方は予約の際に、ご相談ください。

予約方法会　　場日　　　時

１月20日（火）午前９時から
※電話または、税務会計課窓口で
　お申し込みください。

役場１階会議室１２月16日（月）～３月16日（月）
午前９時～午後４時　※土・日、祝日を除く

　確定申告は、町道民税・国民健康保険税の申告も同時に受け付けていますので、
所得（収入）のない方も必ず申告してください。ただし、下記②に該当する方は不要
です（未申告の方は、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減な
どが適用されない場合があり、所得証明書などの発行ができません）。

①所得（収入）の
ない方も必ず
申告してくだ
さい

・青色申告で申告済みの方
・会社などで年末調整済みの方
・公的年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の方
※年末調整しなかった収入や各種控除がある方、金融機関から借り入れをして住宅
　を新築・増築された方は確定申告が必要です。

②次に該当する
方は、確定申
告は不要です

　土地・家屋や株式などの譲渡所得のある方は、町で受け付けできませんので、函
館税務署で申告してください。

③次に該当する
方は当町で受
付できません

・給与収入がある方は、会社などから交付された源泉徴収票
・公的年金受給者の方は、年金支払者から交付された源泉徴収票
・自営業（漁業含む）の方は、売り上げ・仕入れ・経費などが分かる書類
・社会保険料（国民年金、健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険）の領収書やそ
れに代わる証明書
・保険会社などから交付された生命保険料や個人年金保険料、地震保険料の控除証
明書
・障害者手帳または町が発行する障害者控除対象者認定書
・医療費控除を受ける方は、「医療費通知および領収書」または「医療費控除の明細
書」（セルフメディケーション税制による医療費控除を受ける場合は、上記に加え
「一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類」）

・本人確認書類（マイナンバーカードやマイナンバー通知カード、運転免許証など）
・税務署から「確定申告のお知らせ」というはがきや通知書が事前に届いている方
は、そのはがきや通知書

④申告に必要な
ものは次のと
おりです

　申告書用紙は、一部対象者を除き送付されません。用紙が必要な方は、役場税務
会計課か函館税務署で１月下旬から用意していますので、お受け取りください。⑤その他

令和７年分所得税と復興特別所得税の確定申告について
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　町では、令和７年分所得（令和７年１月１日～令和７年12月31日）の確定申告を次のとおり受け付けし
ます。受け付けは完全予約制となりますので、事前に予約願います。
　また、国が進める自治体の標準化システムへ対応するための準備として、申告会場は役場に集約して
います。会場までの移動手段のない方は予約の際に、ご相談ください。

予約方法会　　場日　　　時

１月20日（火）午前９時から
※電話または、税務会計課窓口で
　お申し込みください。

役場１階会議室１２月16日（月）～３月16日（月）
午前９時～午後４時　※土・日、祝日を除く

　確定申告は、町道民税・国民健康保険税の申告も同時に受け付けていますので、
所得（収入）のない方も必ず申告してください。ただし、下記②に該当する方は不要
です（未申告の方は、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減な
どが適用されない場合があり、所得証明書などの発行ができません）。

①所得（収入）の
ない方も必ず
申告してくだ
さい

・青色申告で申告済みの方
・会社などで年末調整済みの方
・公的年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の方
※年末調整しなかった収入や各種控除がある方、金融機関から借り入れをして住宅
　を新築・増築された方は確定申告が必要です。

②次に該当する
方は、確定申
告は不要です

　土地・家屋や株式などの譲渡所得のある方は、町で受け付けできませんので、函
館税務署で申告してください。

③次に該当する
方は当町で受
付できません

・給与収入がある方は、会社などから交付された源泉徴収票
・公的年金受給者の方は、年金支払者から交付された源泉徴収票
・自営業（漁業含む）の方は、売り上げ・仕入れ・経費などが分かる書類
・社会保険料（国民年金、健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険）の領収書やそ
れに代わる証明書

・保険会社などから交付された生命保険料や個人年金保険料、地震保険料の控除証
明書

・障害者手帳または町が発行する障害者控除対象者認定書
・医療費控除を受ける方は、「医療費通知および領収書」または「医療費控除の明細
書」（セルフメディケーション税制による医療費控除を受ける場合は、上記に加え
「一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類」）

・本人確認書類（マイナンバーカードやマイナンバー通知カード、運転免許証など）
・税務署から「確定申告のお知らせ」というはがきや通知書が事前に届いている方
は、そのはがきや通知書

④申告に必要な
ものは次のと
おりです

　申告書用紙は、一部対象者を除き送付されません。用紙が必要な方は、役場税務
会計課か函館税務署で１月下旬から用意していますので、お受け取りください。⑤その他

令和７年分所得税と復興特別所得税の確定申告について

　マイナンバーカードとスマホを使って、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から所
得税、消費税および贈与税の申告書を作成し、ｅ-Ｔａｘで提出することができます。
　ｅ-Ｔａｘは、「還付金の早期還付」・「確定申告期間中に自宅等から24時間利用が可能(メンテナンス
期間は除きます)」・「保存データの使用による翌年申告の簡略化」など、様々なメリットがあります。
自宅等からマイナンバーカードを使用したスマホ申告をぜひご利用ください。

　詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
　・「自宅から確定申告～マイナンバーカードとスマホで自宅からe-Tax申告」
　　(https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/kakutei/sakusei/index.htm)

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、マイナンバーカードを利用して、マイナ
ポータル連携をすると、医療費やふるさと納税等の申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得
し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
　なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。各種控除証明書等の発行主体
によっては、データが取得可能となるまでに数日を要する場合がありますので、お早めの準備をお願い
します。

　・「確定申告書はマイナポータル連携にお任せください」
　　(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/02.pdf)

▼お問い合わせは、役場税務会計課課税係(０１３７２－７－５２９２)へ。

確定申告に関する情報は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご覧ください。

※確定申告書等作成コーナー、ｅ-Ｔａｘソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方
　のお問い合わせは、ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク(０５７０－０１－５９０１)へ。
※マイナンバーカードに係るＩＣカードリーダライタの設定、対応機種、パソコン設定などのご
　質問は、マイナンバー総合フリーダイヤル(０１２０－９５－０１７８)へ。

確定申告はマイナンバーカードとスマホでさらに便利に！

確定申告はマイナポータル連携で自動入力！

＜函館税務署でも確定申告を受け付けします＞
　函館税務署でも２月16日(月)から確定申告の受け付けを行います。確定申告会場での相談を希望
される方は、ＬＩＮＥによるオンライン事前予約にてお受けします。
　また、申告書等の作成に当たっては、次回以降の申告をスムーズに行っていただくため、マイナ
ンバーカードを利用したスマホ申告をご案内しています。マイナンバーカードを利用したスマホ申
告を行うためには、マイナンバーカードのほか、カード発行時に設定したパスワード(利用者証明
用電子証明書および署名用電子証明書)が必要となりますので、事前に確認をお願いします(マイナ
ンバーカードおよび電子証明書の有効期限にご注意ください)。
※当日、会場でも入場整理券を配付していますが、当日の相談枠に限りがあります。ぜひ、オンラ
　イン事前予約をご利用ください。

・受付期間　２月16日(月)～３月16日(月)午前９時～午後４時　※土・日、祝日を除く
・場　　所　函館税務署(函館市中島町37番１号　℡：０１３８－３１－３１７１)
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　総合体育館には、アリーナやストレッチルーム、トレーニングルー
ム、ランニングデッキといった設備があります。
　個人で利用することもでき、用具の貸し出しも行っていますので、
自分のペースでウォーキングや、ご友人と卓球などもできます。
　また、アリーナステージにある「モルックコーナー」は、どなたでも
利用できますので、１人でもご友人とでも、ぜひお楽しみください！
　※アリーナは団体利用が多いため、事前にお電話で空き状況をご確認ください。

　町では、総合型地域スポーツクラブ「カールスクラブ」が活動しています。子どもから高齢者、初
心者から上級者まで幅広く、さまざまなスポーツ愛好者が集う『スポーツクラブ』です。興味がある
方は、お気軽にお問い合せください。

　※総合体育館や中央公民館に備え付けのカールスクラブ通信に詳細が記載されています。

　冬期間、総合体育館で「歩くスキー」用具を無料で貸し出しています(数に限りあり)。天気の良い
日に外へ出て、雪の上を歩くだけでとても良い運動になりますので、ぜひチャレンジしてみてくださ
い。
【用具に関すること】
　・貸し出しを希望する方は、窓口へお声がけください。
　・期間は原則１か月間です(延長可）。
　　※貸し出し状況により延長できない場合があります。
　　　ご希望の方は、総合体育館へお問い合わせください。
【コース等に関すること】
　・山村広場を開放しています。図の太枠内を自由にご利用可能です(コース整備はしていません)。
　・山村広場駐車場をご利用いただけます(はまなす団地側からのみ進入可能)。
　　※降雪状況により、駐車場所の除雪が間に合わない場合がありますので、ご了承ください。
　・冬期間は管理人がいませんので、安全等に十分注意してご利用ください。

現在の活動（通年）
○スポンジテニス　　○バドミントン　　○ラージボール卓球　　○フロアカーリング
○スポーツダーツ、吹き矢

▼総合体育館・歩くスキーに関するお問い合わせ　　総合体育館（０１３７２－７－３９８８）
▼カールスクラブに関するお問い合わせ　　　　　　鹿部カールスクラブ代表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田　憲子（０９０－７０５３－９５４７）

　皆さん、「運動不足」にお困りではありませんか？冬場はど
うしても体を動かす機会が減ってしまいます。そんな冬の
「運動不足」解消のため、冬期間できる運動について紹介し
ます。
　この機会にぜひ運動し、寒さに負けない丈夫な体を作りま
しょう！

冬の運動不足解消へ
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　総合体育館には、アリーナやストレッチルーム、トレーニングルー
ム、ランニングデッキといった設備があります。
　個人で利用することもでき、用具の貸し出しも行っていますので、
自分のペースでウォーキングや、ご友人と卓球などもできます。
　また、アリーナステージにある「モルックコーナー」は、どなたでも
利用できますので、１人でもご友人とでも、ぜひお楽しみください！
　※アリーナは団体利用が多いため、事前にお電話で空き状況をご確認ください。

　町では、総合型地域スポーツクラブ「カールスクラブ」が活動しています。子どもから高齢者、初
心者から上級者まで幅広く、さまざまなスポーツ愛好者が集う『スポーツクラブ』です。興味がある
方は、お気軽にお問い合せください。

　※総合体育館や中央公民館に備え付けのカールスクラブ通信に詳細が記載されています。

　冬期間、総合体育館で「歩くスキー」用具を無料で貸し出しています(数に限りあり)。天気の良い
日に外へ出て、雪の上を歩くだけでとても良い運動になりますので、ぜひチャレンジしてみてくださ
い。
【用具に関すること】
　・貸し出しを希望する方は、窓口へお声がけください。
　・期間は原則１か月間です(延長可）。
　　※貸し出し状況により延長できない場合があります。
　　　ご希望の方は、総合体育館へお問い合わせください。
【コース等に関すること】
　・山村広場を開放しています。図の太枠内を自由にご利用可能です(コース整備はしていません)。
　・山村広場駐車場をご利用いただけます(はまなす団地側からのみ進入可能)。
　　※降雪状況により、駐車場所の除雪が間に合わない場合がありますので、ご了承ください。
　・冬期間は管理人がいませんので、安全等に十分注意してご利用ください。

現在の活動（通年）
○スポンジテニス　　○バドミントン　　○ラージボール卓球　　○フロアカーリング
○スポーツダーツ、吹き矢

▼総合体育館・歩くスキーに関するお問い合わせ　　総合体育館（０１３７２－７－３９８８）
▼カールスクラブに関するお問い合わせ　　　　　　鹿部カールスクラブ代表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田　憲子（０９０－７０５３－９５４７）

　皆さん、「運動不足」にお困りではありませんか？冬場はど
うしても体を動かす機会が減ってしまいます。そんな冬の
「運動不足」解消のため、冬期間できる運動について紹介し
ます。
　この機会にぜひ運動し、寒さに負けない丈夫な体を作りま
しょう！

冬の運動不足解消へ
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　町では、現在８名の交通安全指導員が活動して
いますが、高齢化などにより年々指導員の数が減
少している状況です。地域住民や登下校する子ど
もたちを交通事故から守るため、交通安全指導員
を募集しています。

○募集資格
　町内に居住する方(性別は問いません)
○主な活動
　交通安全期間における街頭指導
　各種イベントにおける交通整理等
　指導員研修会への参加
○募集人数
　若干名
○その他
　活動に対して報酬をお支払いします。

※お問い合わせ先
　鹿部町交通安全指導員会事務局(役場民生課)
　電話０１３７２－７－５２９０

　ノロウイルスによる食中毒予防のポイントは次
のとおりです。

①主な原因は調理者から食品への汚染です
　・日頃から健康状態に注意し、症状があるとき

は、食品を直接取り扱う作業を行わないよう
にしましょう。

　・症状がなくてもウイルスを保有している可能
性があります。日頃から手洗いなどの衛生管
理をしっかり行いましょう。

②調理前やトイレの後は、手指の洗浄・消毒を行
　いましょう
　・手洗いの際は石けんを使用し、汚れの残りや

すいところを丁寧に洗いましょう。
③食品の「加熱」、調理器具の「消毒」を徹底し
　ましょう
　・食品は中心部が85～90℃、90秒以上の加熱調

理を行いましょう。
　・調理器具は熱湯や塩素系消毒剤などで消毒し

ましょう。

※お問い合わせ先
　北海道渡島保健所生活衛生課食品保健係
　電話０１３８－４７－９５５２

　渡島・檜山地方税滞納整理機構では、市町税の
滞納により差し押さえた動産のインターネット公
売を実施します。
　参加する方は、参加申込受付期間中にＫＳＩ
官公庁オークション内の当機構ページ(https://
kankocho.jp/gov/6066162717/?p=au)で手続きを
行い、その後、入札期間内に入札をしてください。

○参加申込受付期間
　１月８日(木)午後１時～
　１月26日(月)午後11時
○入札期間
　２月２日(月)午後１時～
　２月４日(水)午後11時
○公売予定物品
　フィギュア、マンガ本、家電製品など

※お問い合わせ先
　渡島・檜山地方税滞納整理機構
　電話０１３８－４７－９５９９

動産のインターネット公売を
実施します交通安全指導員を募集しています

おくやみもうしあげます 

久保田　勝　志さん　　７９歳　　　鹿部
松　島　一　正さん　　８６歳　　　宮浜
長谷川　幸　子さん　　７８歳　　　宮浜

(注)おたんじょう、おくやみ欄の掲載は、ご家族等の掲
載承諾をいただいて載せています。 

おたんじょうおめでとう

伊　藤　璃　咲ちゃん　陵　生　　　本別
り　い　さ

世帯と人口(12月１日現在) 
（　）は前月比

世帯数 1, 863 世帯(＋２)
男　 1, 634 人　(＋４)   女 1, 832 人(－４) 
計　 3, 466 人　(±０) 

65歳以上の人口1, 462人(高齢化率42. 2％) 

ノロウイルスによる食中毒を
予防しましょう
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魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円） 魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円）

すけそ 46.3 （331.4） 9,040.6 （60,314.5）ひらめ 0.3 （0.4） 223.0 （428.2）

たこ 29.2 （14.0） 37,645.6 （18,270.4）うに 16.3 （18.9）32,047.3 （26,055.8）

さけ 1.3 （0.8） 171.6 （258.0）さば 657.4 （146.2）27,509.3 （9,332.9）

いか 27.0 （1.7） 21,660.1 （971.0）ふくらぎ 30.2 （95.6） 8,230.3 （14,679.0）

かれい 0.4 （0.7） 160.9 （250.0）まぐろ 1.1 （0.7） 2,683.7 （1,084.7）

なまこ 4.7 （7.1） 9,463.0 （20,351.8）たら 0.7 （2.8） 54.1 （163.7）

あぶらこ 0.8 （0.6） 645.5 （221.4）つぶ 2.7 （5.6） 926.7 （1,522.4）

くろそい 0.2 （0.5） 50.3 （105.1）いわし 0.4 （360.9） 58.5 （15,489.7）

ほっけ 2.7 （4.2） 1,316.1 （1,307.3）その他魚類 23.2 （44.9）27,098.6 （31,208.1）

がや 1.7 （0.5） 410.1 （76.4）合計 846.6（1,037.5）179,395.3（202,090.0）

かっこ内は令和６年11月の水揚げ

令和７年11月の水揚げ量・水揚金額

人身事故 死者数 傷者数 物損事故

町内 ３件 ０人 ４人 41件

交通事故発生状況（令和７年１月１日～令和７年11月30日）

１　雪による事故の防止
　～慣れた雪かき　危険がいっぱい～

○早めの氷雪下ろしを
　例年、屋根からの氷雪の落下により、下敷きに
なるなどの事故が発生しています。氷雪が屋根か
らせり出している軒下などは危険ですので、近づ
かないようにしましょう。また、氷雪は早めに下
ろして、落氷雪による事故を防止しましょう。
○雪下ろし作業は複数で行い安全確保
　例年、屋根の雪下ろし中に、ハシゴや屋根から
転落する事故が発生しています。作業するときは、
補助者を置くなど複数で行うとともに、転落防止
や万が一のときに備え、万全の措置を講じ、自身
の安全を確保しましょう。
○除雪機に注意
　例年、除雪機による除雪作業中に衣類を巻き込
まれたり、下敷きになるなどの事故が発生してい
ます。除雪作業時は、作業に適した服装を着用し、
エンジンを掛けたまま雪詰まりを取り除くなどの
作業は絶対にやめましょう。

２　バックカントリースキーによる遭難に注意
　～冬山には　常に危険が　潜んでいる～

○無理のない行動計画と登山計画書の提出
　自分の技量に応じた山を選び、不測の事態に備
えたゆとりのある日程の登山計画書を作成し、家
族や職場等の身近な人に渡しておくほか、最寄り
の警察署または交番・駐在所に提出しましょう。
○万全な冬山装備の準備
　冬山登山の装備不備は、最悪の事態を招くおそ
れがあります。天候の急変にも耐えられる十分な
装備と停滞時に備えた食料、燃料等を用意し、万
が一に備えた連絡手段として携帯電話を携行しま
しょう。
○気象情報等の事前確認
　入山前には最新の天気予報を確認するとともに、
雪崩の危険性についても確認し、慎重に行動しま
しょう。
○悪天候時は無理をしない
  暴風雪や大雪などの視界不良時は、登山の延期
または途中で引き返すなど、無理をしないように
しましょう。

全刑法犯
認知件数

窃盗犯認知件数 その他刑法
認知件数侵入盗 車上狙い その他窃盗

町内 ３件 ０件 １件 １件 １件

犯罪発生状況（令和７年1月1日～令和７年11月30日）
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１月の行事予定カレンダー

※�行事日程は、施設の都合により変更となる場合がありますので、行事に参加される場合は、事前に担当課へ確認をお願い
します。

休日当番医については新聞などで確認するか、北海道救急医療情報案内センター（TEL：0120－20－8699（フリーダイヤル）・
011－211－8699（携帯電話・PHS））までお問い合わせください。

１月１日㈭

元日
◯総
◯社
◯民
◯民
◯民

役場年末年始休業（４日まで）
中央公民館、総合体育館年末年始休館（３日まで）
本別中央会館年末年始休館（３日まで）
いこいの湯年末年始休業（４日まで）
ゴミ収集年末年始休業（４日まで）

２日㈮ ◯消 鹿部消防出初式　中央公民館　10：00～
３日㈯

４日㈰

５日㈪

６日㈫

７日㈬

８日㈭

９日㈮ ◯保 あったかサロン　本別中央会館　14：00～15：00
10日㈯

11日㈰

12日㈪ 成人の日

13日㈫

14日㈬ ◯保 地域包括支援センター出張相談会
　鹿部郵便局コミュニティスペース　13：30～15：30

15日㈭

16日㈮ ◯保 乳幼児健診　総合体育館柔道場　13：00～14：30
17日㈯

18日㈰

19日㈪

20日㈫

21日㈬ ◯保 健康相談・栄養相談　いこいの湯　14：00～16：00

22日㈭

23日㈮ ◯保 あったかサロン　本別中央会館　14：00～15：00
24日㈯

25日㈰

26日㈪

27日㈫

28日㈬

29日㈭

30日㈮

31日㈯ ◯社 芸術鑑賞会WARAKUコンサート　中央公民館　14：00～(開場13：30)

鹿部町の暮らしに関する情報などは、ホームペー
ジやLINE、YouTubeでも配信しています。

【二次元コードの読み取り方】
①スマートフォンのカメラを起動
②二次元コードにスマホをかざす
③画面に表示された読み取り結果(ＵＲＬ)
を押すと、画面が該当ページに切り替わ
ります

町公式
ホームページ

町公式
YouTube

町公式
LINE情報配信メール

PC
スマートフォン

ID:@shikabe_townフィーチャーフォン
(ガラケー)

◆お問い合わせ先略称◆　○総 役場総務・防災課（℡01372-7-2111）　　○社 教育委員会社会教育スポーツ課（℡01372-7-3124）
○民 役場民生課（℡01372-7-5290）　 ○消 鹿部消防署（℡01372-7-3331）
○保 役場保健福祉課（℡01372-7-5291）


